
鈴鹿市空き家バンクの流れ 
 

空き家を買いたい方・借りたい方 

1. 

 

 

利用者登録の申込み 

 

◇ 

 

空き家バンクを利用したい方は、「空き家バンク制度利用者登録

申込書」（第７号様式）へ必要事項を記入し、住宅政策課へ

提出してください。 

空き家利用条件に該当することが確認されましたら、空き家バンク

制度利用者登録台帳に登録すると共に、「空き家バンク制度利

用者登録完了通知書」を通知するとともに、市ホームページにて

情報提供を行います。 

    

2. 物件交渉の申し込み ◇ 

 

空き家バンクに登録された物件の交渉を希望される方（利用登

録者）は、「空き家バンク制度交渉申込書」（第 12 号様式）

へ必要事項を記入のうえ、申し込んでください。 

    

3. 物件の交渉申込連絡 

 

※ 市は、売買又は賃貸

借に関する交渉ならびに契

約については、関与いたし

ません。 

◇ 

 

 

 

 

 

直接交渉の場合 

市からその物件を登録した方（空き家登録者）に連絡します。 

その後、双方にて交渉となります。 

仲介業者等が仲介する場合 

空き家登録者又は利用登録者が交渉の仲介等を希望した場合

は、市と協定締結した団体（※1）を紹介します。 

 

※1：公益社団法人三重県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会三重県本部 

 

 


